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   １ 

      

●   耐火建築物又は準耐火建築物であること 

●   共同住宅または長屋の場合は、住戸数が4戸以下のもの 

● 1戸あたりの住戸専用面積が25㎡以上のもの 

● 寄宿舎、下宿でないこと 

● 棟数が増えるような敷地分割を伴わないこと 

● 宅地建物取引事業者による販売目的の建築物でないこと 

● 

● 法令等に適合した建築物であること 

● 世田谷区街づくり条例に基づく地区街づくり計画に適合した建築物であること 

着工日１５日前（土日祝日除く）までに認定申請が必要です。(工事着手は認定後となります。着工後の申請はできません。) 

  １ 

                  １ ２ 

２ 

①耐用年数の２／３以上とは？ （住宅の場合の例） 

[木造] 約１５年以上  [軽量鉄骨造] 約２３年以上 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数の２／３以上となります。 

②耐火建築物等の判定においては、建築当時の建築基準法により耐火建築物及び準耐

火建築物（簡易耐火建築物を含む）の性能が求められていた建築物又は準防火地域 

の地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とみなします。 

     

 

老朽建築物除却助成金は、 

４ページをご確認ください。 

（世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の届出が必要な建築物は除きます。）

（住戸専用面積にパイプスペース、メーターボックス、デッドスペース、バルコニー等は含みません。）
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● 

●

地 

※１ 耐用年数の２／３以上とは？ （住宅の場合の例）  [木造] 約１５年以上  [軽量鉄骨造] 約２３年以上 

  減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数の２／３以上となります。 

延べ床面積100㎡ 

   ２ 

      

● 

※３ 以下に示す基準でイ又はロ及びハ又はニに該当する木造建築物 

 

   １ 

   

 １ 

●  

※４ 区長が除却が必要であると特に認めた建築物とは、昭和５６年５月３１までに着工した建築物で、Ⅰｓ 値（構造耐震指標）が0.6未満またはｑ値が（保有水平耐力に係る指標）が1.0未満

であると判定された建築物をいう。 

 

※２ 耐火建築物等の判定においては、建築当時の建築基準法により耐火建築物及び準耐火建築物（簡易耐火建築物を含む）の性能が求められていた建築物又は準防火地域の地階を除く階数  

    が3である建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とみなします。 

イ   外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造（建築基準法第２条第８号に規定する防火構造をいう。）でないものであること。   

ロ  屋根が不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られ又はふかれていないものであること。  

ハ  建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合が１０分の８ を超えるものであること。  

ニ 建築基準法第４３条第１項の規定に適合しないものであること。（建築基準法上の道路に、２ｍ以上接道していないこと。）  
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《区》 《区》 

《区》 《区》 

着工日１５日前（土日祝日除く）までに認定申請が必要です。(除却工事の着手は、認定後となります。着工後の申請はできません。) 

※1 

 

地 

 

 着工日１５日前（土日祝日除く）までに認定申請が必要です。(除却工事の着手は、認定後となります。着工後の申請はできません。) 
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相談できる専門家（例） 
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 着工日１５日前（土日祝日除く）までに認定申請が必要です。(除却工事の着手は、認定後となります。着工後の申請はできません。) 
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